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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）ボックス本体と、
（ｂ）前記ボックス本体の上面の第１の対の対向側部から延在された第１の組のフラップ
と、
（ｃ）前記ボックス本体の前記上面の第２の対の対向側部から延在された第２の組のフラ
ップと、
を備えた
保管及び発送ボックスであって、
（イ）１以上の発送が実行されるように、前記第１の組のフラップには、前記ボックスを
発送ボックスとして用いるために該第１の組のフラップを封止するように粘着テープで構
成された、封止要素が設けられ、
（ロ）前記第２の組のフラップには、前記ボックスを保管ボックスとして使用するために
該ボックスを何度も開閉するように構成された、閉鎖要素が設けられ、
（ハ）前記封止要素を前記第１の組のフラップに取り付ける前と前記第１の組のフラップ
から前記封止要素を取り外した後のいずれにおいても、前記第１の組のフラップが封止可
能位置にあるように構成されていて、前記第１の組のフラップが封止可能位置にあるとき
に、該第１の組のフラップの先端が、前記封止要素を該第１の組のフラップに取り付ける
ために互いに向かい合うように構成され、
（ニ）前記第２の組のフラップが、発送実行の前又は後に、製品の保管のために又は注文
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準備のために使用可能とされ、
（ホ）前記保管ボックスとして用いられるときに、最初に前記第１の組のフラップがその
水平位置まで内側に折り曲げられたうえで、前記第２の組のフラップがその水平位置まで
内側に折り曲げられて該第２の組のフラップの前記閉鎖要素が互いに補完的に係合され、
（ヘ）前記発送ボックスとして用いられるときに、最初に前記第２の組のフラップがその
水平位置まで内側に折り曲げられたうえで、前記第１の組のフラップがその水平位置まで
内側に折り曲げられて該第１の組のフラップの前記封止要素が封止され、かつ、
（ト）前記第１の組のフラップには、該第１の組のフラップの他方と重なり合う該第１の
組のフラップの一方に引裂ストリップを設けてこの引裂ストリップを取り除くことにより
取り除かれるように構成された取り外し可能な部分、が設けられていない
ことを特徴とする、保管及び発送ボックス。
【請求項２】
　前記第１の組のフラップの先端が封止可能位置にて互いに接触する請求項１に記載の保
管及び発送ボックス。
【請求項３】
　前記封止要素を前記第１の組のフラップに取り付ける前に、前記第１の組のフラップが
少なくとも部分的に重ねられる請求項１に記載の保管及び発送ボックス。
【請求項４】
　前記第１の組のフラップの一方が両面粘着テープを含む請求項３に記載の保管及び発送
ボックス。
【請求項５】
　前記閉鎖要素が前記第２の組のフラップの対向端の相互ロックを可能にするように構成
されている請求項１に記載の保管及び発送ボックス。
【請求項６】
　前記閉鎖要素が、前記第２の組のフラップの対向端の各々に設けられた少なくとも１つ
のスロットを含み、かつ、
　前記スロットが、前記第２の組のフラップの相互ロックを可能にするように構成されて
いる請求項５に記載の保管及び発送ボックス。
【請求項７】
　前記第２の組のフラップの前記閉鎖要素が、前記フラップの各々に設けられた前記スロ
ットを通して相互ロック可能に構成された一連のタブを含む請求項６に記載の保管及び発
送ボックス。
【請求項８】
　前記一連のタブの少なくとも１つのタブが折り曲げ線を含む請求項７に記載の保管及び
発送ボックス。
【請求項９】
　前記第２の組のフラップの少なくとも一方が、前記第１の組のフラップを含む前記上面
の側部の長さの半分よりも大きい距離、前記ボックスの前記上面の側部の１つから延在さ
れている請求項１に記載の保管及び発送ボックス。
【請求項１０】
　前記第１の組のフラップ及び前記第２の組のフラップがそこから延在する、前記ボック
スの前記上面の側部がインデントを含み、かつ、
　前記インデントが、前記ボックスが分解されたならば実質的に互いに位置合わせされる
請求項１に記載の保管及び発送ボックス。
【請求項１１】
　１度目に、前記第１の組のフラップにより前記ボックスの外側を閉鎖した状態で発送ボ
ックスとして使用するステップと、
　２度目に、前記第２の組のフラップにより前記ボックスの外側を閉鎖した状態で保管ボ
ックスとして使用するステップと、
　３度目に、前記第１の組のフラップにより前記ボックスの外側を閉鎖した状態で発送ボ
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ックスとして使用するステップと、を有する、請求項１に記載のボックスの使用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、保管及び輸送ボックスに関し、特に、製品を安全で封止された状態で輸送す
ることを可能にするボックスであって、同一のボックスが、保管及び注文準備のためにも
用いられることができ、且つ、必要に応じて何度でも開閉されることができるボックスに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、製品の輸送又は発送は、一般に、ボックスを封止するように閉鎖することを可能
にする閉鎖フラップを備えた段ボール箱を用いて行われている。このために、上記フラッ
プ上に、粘着テープ、ステープル、又は接着剤が配置される。
【０００３】
　現在公知のこれらの輸送又は発送ボックスは、保管ボックスとして、又は注文準備（ピ
ッキング）（ｐｉｃｋｉｎｇ）に用いるために特に設計されてはいないという欠点を有す
る。従って、粘着テープを取り外すときに閉鎖フラップが破れる場合があり、これにより
、当該輸送又は発送ボックスを、さらに、新しい粘着テープ、ステープル、又は接着剤を
用いずに再び閉鎖できる保管ボックスとして使用することが妨げられる。
【０００４】
　粘着テープの除去中に閉鎖フラップが損傷されない場合でも、製品を発送又は輸送する
ための従来のボックスは、ボックスを必要に応じて何度でも開閉することを可能にするた
めの閉鎖要素、すなわち、ボックスを保管ボックスとして使用するために、又は、注文準
備（ピッキング）のために必要である閉鎖要素を何ら有さない。
【０００５】
　従来の発送又は輸送ボックスが保管ボックスとして用いられることは一般的であるが、
これらのボックスは適切に閉鎖されずに塵及び埃をボックス内に入れてしまい、また、ボ
ックスの封止及び開封の繰り返しにより時間を浪費させる。
【０００６】
　現在、フラップがボックスの外側フラップと共にボックスの開閉を可能にするボックス
が存在するが、これは、発送のために、封止、ステープル留め、又は糊付けされたならば
損傷して、ボックスの本来の機能を妨げるであろう。
【０００７】
　フラップが、例えば、粘着テープ、ステープル、接着剤などを用いて適切に閉鎖される
場合でも、ユーザがボックス内部にアクセスする度に毎回開閉動作を行うことが必要であ
り、これは一般的であろう。
【０００８】
　２組のフラップを備えたボックスが公知であるが、これらのボックスは、発送及び保管
ボックスとして特定の順序で、すなわち、最初に発送ボックスとして、次いで保管ボック
スとして、或いは、その逆順で、使用されることができない。
【０００９】
　例えば、特許文献１は、幾つかの第１閉鎖フラップ、及び、ハンドルを形成するために
用いられる幾つかの第２閉鎖フラップを備えた段ボール容器を記載している。本発明のボ
ックスとは異なり、この容器は包装ボックスではなくバスケットであり、上部のフラップ
がハンドルを形成し、その機能が手での取扱いを容易にしている。
【００１０】
　特許文献２は、二重使用防止のため、不正開封されていないかを容易に検査するための
包装ボックスを記載している。この包装ボックスは、複数回の発送を行うために用いられ
ることができない。なぜなら、１回使用したならばボックスのフラップの幾つかが分離さ
れるため、２回封止することができないからである。これに加えて、スロット内に差し込
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まれる突出部を用いる閉鎖システムにより、ボックスは、上方から圧力を加えると開放さ
れる場合があり、また、発送を行う前、又はボックスが満杯のときに閉鎖することが困難
である。なぜなら、内側フラップ又は内部荷物が、突出部をスロット内に差し込むことを
困難にするからである。
【００１１】
　特許文献３は、２組のフラップを備えたボックスを記載している。このボックスのフラ
ップは、使い捨てでのみ使用されるように設計されており、幾つかの内側フラップをベー
スとして用いて、さらなるフラップをこれらのフラップ上に接着することを可能にする。
このボックスは、１回使用すると保管ボックスとして再使用できない。なぜなら、開放時
に内側フラップが破れるからである。
【００１２】
　特許文献４は、２組のフラップを備えたボックスを記載している。これらの２組のフラ
ップは、本発明のボックスとは異なり、封止のために用いられて発送用途のみ有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】仏国特許第１１８９２９７号明細書
【特許文献２】仏国特許第１５７８１４８号明細書
【特許文献３】米国特許第１８６９７４２号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２００３／０２０１３１５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　従って、発送若しくは輸送ボックスとして、次いで、保管ボックス若しくは注文準備（
ピッキング）として、又はこの逆順で、区別せずに用いることが可能なボックスであって
、輸送されるときにボックスを封止すること、また同時に、保管ボックスとして若しくは
注文準備（ピッキング）に用いる場合に必要に応じて快適に開閉することを可能にするボ
ックスが必要であることは明白である。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明に係る保管及び輸送用ボックスを用いれば、上述の問題点は解決され、以下に記
載するようにその他の利点がもたらされる。
【００１６】
　本発明に係る保管及び発送ボックスは、前記ボックスの外側の第１閉鎖フラップを備え
、前記第１閉鎖フラップが、前記ボックスの上面の１対の対向側部から延在され、前記第
１閉鎖フラップが、１以上の発送を実行するために、粘着テープ、ステープル、又は接着
剤を用いて封止可能とされている。前記ボックスは、前記ボックスの外側の第２閉鎖フラ
ップもさらに備え、前記第２閉鎖フラップが、前記ボックスの前記上面の他方の２つの対
向側部から延在され、前記第２閉鎖フラップには、前記ボックスを必要に応じて何度でも
開閉するための閉鎖要素が設けられ、前記第２閉鎖フラップが、発送実行の前又は後に製
品の保管のために又は注文準備のために使用可能とされ、前記保管ボックスとして用いら
れるときに、最初に前記第１の組のフラップがその水平位置まで内側に折り曲げられたう
えで、前記第２の組のフラップがその水平位置まで内側に折り曲げられて該第２の組のフ
ラップの前記閉鎖要素が互いに補完的に係合され、かつ、前記発送ボックスとして用いら
れるときに、最初に前記第２の組のフラップがその水平位置まで内側に折り曲げられたう
えで、前記第１の組のフラップがその水平位置まで内側に折り曲げられて該第１の組のフ
ラップの前記封止要素が封止されることを特徴とする。
【００１７】
　これらの特徴により、本発明に係るボックスは、前記第１閉鎖フラップの存在により製
品を発送又は輸送するために、また、前記第２閉鎖フラップの存在により製品の保管又は
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注文準備（ピッキング）のために、好適に用いられることができる。
【００１８】
　特に、本発明に係るボックスは、発送と、その後の及び保管ボックスとして（又はその
逆順で）１又は複数回使用されるという利点を有する。本発明のボックスは、当分野にお
けるその他のボックスとは異なり、保管ボックスとしての別の機能を失わずに１回よりも
多くの発送を実行するために使用されることができ、従って、非常に汎用的なボックスが
得られる。
【００１９】
　好ましくは、発送のための前記第１閉鎖フラップは、閉鎖位置にて当該第１閉鎖フラッ
プの対向端により、少なくとも実質的に互いに接触するような寸法を有する。
【００２０】
　任意には、発送のための前記第１閉鎖フラップは、その閉鎖位置にて部分的に又は完全
に重ねられることができる。
【００２１】
　一実施形態によれば、前記第１閉鎖フラップの前記対向端は６ｃｍ以下の距離で互いに
分離されており、これにより、前記第１閉鎖フラップは、粘着テープにより常に封止可能
とされている。
【００２２】
　所望であれば、発送のための前記第１閉鎖フラップの一方が引裂ストリップを含むこと
ができ、これにより、本発明のボックスの、当該ボックスがその第１閉鎖フラップにより
閉鎖された場合の開放を容易にする。
【００２３】
　この場合、ボックスの閉鎖位置において、前記引裂ストリップは、発送のための前記第
１閉鎖フラップの他方に重なっている。
【００２４】
　所望であれば、前記第１閉鎖フラップの一方が、前記第１閉鎖フラップの閉鎖を容易す
るために両面粘着テープを含み得る。
【００２５】
　任意には、所望であれば、第２の両面粘着テープを前記第１閉鎖フラップの対向フラッ
プに付与することができ、これにより、前記ボックスの発送のための２回目の使用を可能
にし、また同時に前記ボックスを再使用可能なボックスに変えることができる。
【００２６】
　好ましい実施形態によれば、好ましくは、粘着テープ、ステープル、又は接着剤の使用
を回避して必要に応じて何度でも開閉することを可能にする要素が閉鎖要素として理解さ
れよう。
【００２７】
　例えば、有利には、前記閉鎖要素は、保管のための前記第２閉鎖フラップの対向端の相
互ロックを可能にするタイプの閉鎖要素であり得る。この場合、好ましくは、前記閉鎖要
素は、前記第２閉鎖フラップの対向端の各々に設けられた少なくとも１つのスロットを含
み、このスロットを通して、保管のための前記第２閉鎖フラップを相互ロックする。
【００２８】
　好ましい実施形態によれば、前記第２閉鎖フラップの前記閉鎖要素が、各フラップに設
けられた前記相互ロックスロットを通して互いに取り付け可能な一連のタブを含む。しか
し、この実施形態によれば、前記閉鎖要素は、前記第２閉鎖フラップの対向端の相互ロッ
クを可能にするのに適した任意の閉鎖要素であり得る。なぜなら、この相互ロックタイプ
の閉鎖は、ボックスを満たしたまま前記第１閉鎖フラップが内側にある状態でボックスを
有効に閉鎖することを可能にするからである。このおかげで、前記ボックスを、内側にあ
る前記第１閉鎖フラップが前記ボックスの開口部全体を覆うことにより閉鎖しておくこと
ができるとき、非常に有効な保管ボックスが得られる。なぜなら、前記第１閉鎖フラップ
が前記ボックスの内容物全体を保護するからである。一方、前記相互ロックタイプ閉鎖シ
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ステムは、発送中に相互ロックフラップが内部にあるとき、前記ボックスが満杯の半分の
場合でも、前記ボックスに、その他の従来のボックスに対する耐スタッキング性を与える
という利点を有する。これは、相互ロックタイプ閉鎖システムが潰れに対する高い機械的
抵抗を有することによる。
【００２９】
　好ましくは、前記閉鎖要素の前記タブの一方が折り曲げ線を含み、この折り曲げ線が、
本発明のボックスの開閉を容易にする。
【００３０】
　先に述べたように、本発明に係るボックスは、耐スタッキング性であり、また、フラッ
プが常に互いに重なりあって配置され、従って、材料の２重厚さが常に存在することによ
りボックスの中身が保護されるという利点を有する。これは、例えば、本発明のボックス
（発送ボックスとしての使用時）の封止を切る場合に特に有用である。なぜなら、この２
重厚さがなければ、ボックスの中身を誤って切る場合があり得るからである。さらに、本
発明のボックスは、ボックスが満たされている場合でも、２組のフラップを用いて閉鎖す
ることができる。
【００３１】
　一実施形態によれば、前記ボックスは、ほぼ平行六面体の本体を画成している複数の面
を備え、且つ、前記本体の上面の２つの対向側部における、発送のための前記第１閉鎖フ
ラップと、前記上面の他方の２つの対向側部における、保管のための前記第２閉鎖フラッ
プとを含む。前記ボックスは、前記第１閉鎖フラップの長さ（１１，１１’）の合計が、
　‐　前記第２閉鎖フラップを含むボックス側部の長さ（Ｌ２）に等しく、若しくは、
　‐　前記第２閉鎖フラップを含むボックス側部の長さ（Ｌ２）よりも大きく、又は、
　‐　前記第２閉鎖フラップを含むボックス側部の長さ（Ｌ２）から、７．５ｃｍ以下、
好ましくは６ｃｍ以下の分離距離を差し引いた長さに等しく、前記距離が、前記第一閉鎖
フラップを粘着テープにより封止する可能性を常に保証することを特徴とする。
【００３２】
　同一の実施形態によれば、保管のための前記第２閉鎖フラップの少なくとも一方が、前
記本体の前記上面の側部の１つから、発送のための前記第１閉鎖フラップを含む、前記面
の他方の２つの側部の長さ（Ｌ１）の半分よりも大きい距離（１２）延在する。こうして
、閉鎖要素に適応するための適切な構造が保証される。
【００３３】
　好ましくは、前記本体の前記上面の、前記第１閉鎖フラップ及び前記第２閉鎖フラップ
がそこから延在する側部がインデントを含み、このインデントは、ボックスが分解された
ならば実質的に互いに一直線になる。こうして、前記ボックスの外側を閉鎖するために前
記第１閉鎖フラップ又は前記第２閉鎖フラップのいずれかを区別せずに用いることが容易
にされる。
【００３４】
　好ましくは、前記ボックス又は平行六面体の本体は、前記ボックスに形成されることが
できるブランクを形成するために型切りされたシート材料からつくられる。
【００３５】
　好ましくは、前記本体の前記シート材料は紙パルプを含み、又は、紙パルプ（例えばボ
ール紙）からつくられる。
【００３６】
　本発明において、製品の保管作業又は製品準備により、ボックスに製品を満たして閉鎖
し、保管するための動作が上記の第２閉鎖フラップを用いて行われ、この第２閉鎖フラッ
プが閉鎖要素を含み、これらの閉鎖要素が、粘着テープ、ステープル、又は接着剤により
ボックスを封止する必要なく必要に応じて何度でも開閉することを可能にすることが理解
されるであろう。発送作業又は発送により、ボックスに製品を満たして閉鎖し、発送する
ための動作が、上記の第１閉鎖フラップを用いて行われ、この第１閉鎖フラップに、粘着
テープ、接着剤、又はステープルなどの封止要素が用いられることが理解されよう。
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【００３７】
　開示された内容がより良好に理解されるように、幾つかの図面を添付する。図面に示さ
れている実施形態は、概略的で且つ非限定的な例に過ぎない。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の第１実施形態に係るボックスの開放位置における斜視図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係るボックスの、注文準備（ピッキング）のための保管
ボックスとして用いるために閉鎖動作中の斜視図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係るボックスの、注文準備（ピッキング）のための保管
ボックスとして用いるために閉鎖動作中の斜視図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係るボックスの、注文準備（ピッキング）のための保管
ボックスとして用いるために閉鎖動作中の斜視図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係るボックスの、輸送ボックスとして用いるために閉鎖
動作中の斜視図である。
【図６】本発明の第１実施形態に係るボックスの、輸送ボックスとして用いるために閉鎖
動作中の斜視図である。
【図７】本発明の第２実施形態に係るボックスの、閉鎖動作中の斜視図である。
【図８】本発明の第２実施形態に係るボックスの、開放動作中の斜視図である。
【図９】本発明の第３実施形態に係るボックスの、閉鎖動作中の斜視図である。
【図１０】本発明の第３実施形態に係るボックスの、開放動作中の斜視図である。
【図１１】本発明のボックスのブランク状態の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　図１に示されているように、本発明に係るボックスは、シート材料（例えば、段ボール
（ボール紙））からつくられた平行六面体の本体を有し、本体の上面に、ボックスの外側
の２組の閉鎖フラップが設けられている。これらの２組は、ボックスを発送又は輸送ボッ
クスとして用いるための、一対の第１閉鎖フラップ１と、ボックスを保管ボックスとして
用いるための、一対の第２閉鎖フラップ２とからなる。
【００４０】
　第２閉鎖フラップ２は、ボックスの容易な開閉を必要に応じて何度でも可能にする閉鎖
要素（ｃｌｏｓｉｎｇ　ｅｌｅｍｅｎｔ）を含み、この要素は、第２閉鎖フラップの対向
端を相互ロックさせるのに適している。なぜなら、このタイプの相互ロック閉鎖は、ボッ
クスが満たされた状態で、且つ、第１閉鎖フラップがボックスの内側にて無傷の状態でボ
ックスを有効に閉鎖することを可能にするからである（図３及び図４を参照）。
【００４１】
　示されている実施形態において、上記閉鎖要素は、フラップ２の各々において、中央タ
ブ３及び２つの側方タブ４により形成されており、これらのタブが、対向するフラップ２
のタブに、各フラップ２に設けられた相互ロックスロット８を通して取り付け可能である
。
【００４２】
　中央タブ３の一方が折り曲げ線５を含み、この折り曲げ線５が、第２閉鎖フラップ２に
よるボックスの開閉を容易にする。
【００４３】
　図面には、タブ３，４を有する閉鎖要素の実施形態が示されているが、閉鎖要素がこれ
とは異なっていてもよく、しかし、ボックスを必要に応じて何度でも開閉するのに適して
いなければならないことは明らかである。
【００４４】
　また、本発明に係るボックスが、ボックスの発送を容易にするためのハンドル状穴５を
含むことができることに留意されたい。なお、穴５は必須ではない。
【００４５】
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　図２～図４に、本発明に係るボックスの、保管ボックスとして用いられる場合の閉鎖プ
ロセスが示されている。開放プロセスは閉鎖プロセスの逆である。
【００４６】
　図２に示されているように、最初に第１閉鎖フラップ１を内側に折り曲げ、これが、蓋
の補強物として機能する。
【００４７】
　次いで、第２閉鎖フラップ２を折り曲げ、これにより、タブ３，４が互いに補完的に係
合する（図３）。
【００４８】
　図４は、本発明のボックスが、保管ボックスとして使用されるために、又は、注文準備
（ピッキング）のために閉鎖位置にある状態を示す。この用途のために、ボックス自体と
は別個の追加の閉鎖要素は必要でない。なぜなら、ボックスを第２閉鎖フラップ２の閉鎖
要素により閉鎖することができるからである。
【００４９】
　従って、塵や埃がボックス内部に入り込むことが防止され、ボックスを必要に応じて何
度でも開閉することが可能になり、また、注文準備のためにボックスを開閉するときの時
間が節約される。
【００５０】
　一方、ボックスを発送又は輸送ボックスとして使用する場合は、図５に示されているよ
うに、最初に第２閉鎖フラップ２を、それらのほぼ水平位置まで折り曲げなければない。
【００５１】
　次いで、発送のための第１閉鎖フラップ１を、それらのほぼ水平位置まで折り曲げる（
図６）。
【００５２】
　図６は、１以上の発送の実行を可能にするために、発送のための第１閉鎖フラップ１が
ボックスの上面全体を実質的に覆わなければならないことを示す。
【００５３】
　好ましくは、発送のための第１閉鎖フラップ１は互いに同一であり、且つ、それらの対
向端にて接触している。しかし、第１閉鎖フラップ１の端部間に、粘着テープのような封
止（シール）要素（ｓｅａｌｉｎｇ　ｅｌｅｍｅｎｔ）を配置するために十分に大きい間
隙があるべきであり、これが実際、この間隙が６ｃｍよりも大きくてはならないことを意
味することに留意されたい。
【００５４】
　図６に示されてはいないが、対向端上に、粘着テープ、ステープル、接着剤（糊）、又
は任意のその他の封止要素が、ボックスを封止するために付与される。
【００５５】
　ボックスを発送又は輸送に用いる場合、ボックスをその閉鎖位置から開放するために、
粘着テープ、又は、ボックスを封止するために用いられたその他の任意の要素を事前に取
り除いておくことが必要である。粘着テープ、ステープル、接着剤、又は任意のその他の
封止要素を取り除くときに、第１閉鎖フラップ１が損傷する可能性があるが、これは、本
発明のボックスに関しては問題でない。なぜなら、ボックスを、保管ボックスとして又は
注文準備（ピッキング）のために用いる場合に閉鎖するためには、第２閉鎖フラップ２を
用いるからである。
【００５６】
　所望であれば、発送のための第１閉鎖フラップ１は、それらの端部同士が重なるような
寸法を有することができる（例えば、図７～図１０に示されている実施形態でのように）
。
【００５７】
　図７及び図８は、本発明のボックスの第２実施形態を示す。
【００５８】
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　図１～図６の実施形態に対する主な違いは、ボックスが発送又は輸送ボックスとして使
用される場合のボックスの開放を容易にするために引裂ストリップ（開封帯）６が存在す
ることである。引裂ストリップは、２つのプレカット（切り込み入り）ラインにより画成
されている。
【００５９】
　この場合、引裂ストリップ６は、その閉鎖位置において、第１閉鎖フラップ１の他方に
重なっている。
【００６０】
　さらに、この第２実施形態において、第１閉鎖フラップ１の一方が、当該第１閉鎖フラ
ップ１の内側部分に配置された両面粘着テープ７を含む。この両面粘着テープ７は、第１
閉鎖フラップ１を快適に互いに取り付けることを可能にする。このために、第１閉鎖フラ
ップ１同士が部分的に又は完全に重なり合わなければならない。
【００６１】
　引裂ストリップ６を取り外すために、引裂ストリップ６はその一端に把持ゾーンを含み
、こうして、把持ゾーンを引くことにより引裂ストリップを容易に取り外すことができる
。
【００６２】
　図９及び図１０に示されている第３実施態様は、以上に記載した第２実施形態に非常に
類似している。唯一の違いは引裂ストリップ６であり、この実施形態において、引裂スト
リップ６は、第１閉鎖フラップ１のボール紙を引裂するための十分な強度を有する糸によ
り画成されている。この実施形態においても、第１閉鎖フラップ１の一方が両面粘着テー
プ７を含む。
【００６３】
　本発明のボックスの縁が、ボックスを決定するシートをアンチカット（ａｎｔｉ－ｃｕ
ｔ）ストリップを用いてカットすることにより得られることが留意されよう。このように
して、端部は、ユーザがボックスの取り扱い中に自分自身を傷つけることを防止する鋭利
でないプロファイル｛ラフプロファイル（ｒｏｕｇｈ　ｐｒｏｆｉｌｅ）｝を有する。
【００６４】
　また、本発明のボックスの底部がどのようなものであってもよく、従って、本発明の詳
細な説明に記載されないことも留意されたい。
【００６５】
　図１１は、本発明のボックスの、平行六面体の本体が分解された状態の平面図である。
図１１は、平行六面体の本体の上面の、閉鎖フラップ１，２を含む側部のインデント９の
位置合わせされた（一直線になる）様子を示す。本発明の説明に述べられているように、
インデント９の位置合わせは、２組のフラップをボックスの外側の閉鎖のために無差別に
使用することを容易にする。
【００６６】
　図１１に、第１閉鎖フラップ１の延在距離１１，１１’、及び、第２閉鎖フラップ２の
延在距離１２がそれぞれ示されており、また、フラップ１，２がそこから延在するボック
ス側部の長さＬ１及びＬ２も示されている。
【００６７】
　発明の概要に述べられており、また、図１１に見られるように、発送のためのフラップ
１を少なくとも粘着テープにより封止できることを保証するために、第１閉鎖フラップ１
の長さ１１，１１’の合計を以下のように保証することが必須であろう。すなわち、１１
，１１’の合計は、
　‐　第２閉鎖フラップ２を含むボックス側部の長さＬ２に等しい、若しくは、
　‐　第２閉鎖フラップ２を含むボックス側部の長さＬ２よりも大きい、又は、
　‐　第２閉鎖フラップを含むボックス側部の長さＬ２から、分離距離（７．５ｃｍ以下
、好ましくは６ｃｍ以下）を差し引いた長さに等しい。
【００６８】
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　本発明の特定の実施形態について言及してきたが、当業者には、記載された保管及び輸
送ボックスが変更及び修正可能であり、また、記載された詳細の全てを、添付の特許請求
の範囲により定義される保護の範囲から逸脱せずに、技術的に等価なその他のものにより
置き換えられることが明確であろう。
【符号の説明】
【００６９】
　１　第１閉鎖フラップ
　２　第２閉鎖フラップ
　３　中央タブ
　４　側方タブ
　５　折り曲げ線
　５　ハンドル状穴
　６　引裂ストリップ
　７　両面粘着テープ
　８　相互ロックスロット
　１１　第１閉鎖フラップ１の延在距離
　１１’　第１閉鎖フラップ１の延在距離
　１２　第２閉鎖フラップ２の延在距離

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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